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１  趣 旨  

  こ の 要 領 は 、 水 道 局 が 発 注 す る 業 務 委 託 （ 宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事

等 請 負 業 者 選 定 要 綱（ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 制 定 。）第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号

か ら 第 ５ 号 ま で に 規 定 す る 業 務 を 除 く 。）の 入 札 に 係 る 透 明 性 、競 争

性 、 公 平 性 を よ り 確 保 す る た め 、 業 務 の 内 容 に よ っ て 一 定 の 条 件 を

定 め た 上 で 、 条 件 に 適 合 す る 者 が 全 て 入 札 に 参 加 す る こ と が で き る

条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 試 行 を 実 施 す る た め に 必 要 な 事 務 手 続 等 に つ

い て 定 め る 。  

２  対 象 業 務  

（ １ ） 条 件 付 一 般 競 争 入 札 は 、 原 則 と し て 予 定 価 格 が ５ 千 万 円 以 上

の 業 務 委 託 に つ い て 実 施 す る 。  

（ ２ ） 予 定 価 格 が ５ 千 万 円 未 満 の 業 務 委 託 に お い て 、 業 務 の 内 容 に

特 別 な 理 由 が あ る と き は 、 条 件 付 一 般 競 争 入 札 を 行 う こ と が で

き る 。  

（ ３ ） 予 定 価 格 が ５ 千 万 円 以 上 の 業 務 委 託 に お い て 、 業 務 の 内 容 に

特 別 な 理 由 が あ る と き は 、 条 件 付 一 般 競 争 入 札 に よ ら な い こ と

が で き る 。  

３  入 札 参 加 資 格  

 （ １ ）入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 に 必 要 な 資 格 要 件 と し て 、次 の 事 項

を 定 め る 。  

  ア  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の

４ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 へ の 該 当 の 有 無  

イ  宇 部 市 物 品・製 造 等 に 係 る 競 争 入 札（ 見 積 ）参 加 資 格 を 有 す る

業 務 委 託 等 の 営 業 種 目  

ウ  本 店 、 支 店 、 営 業 所 等 の 有 無  

エ  宇 部 市 水 道 局 物 品 の 調 達 等 及 び 業 務 委 託 に 係 る 指 名 停 止 等 措

置 要 領 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） に 基 づ く 指 名 停 止 の 有 無  

オ  そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項  

４  入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 に 必 要 な 書 類  

  ア  入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

  イ  そ の 他 必 要 な 書 類  



５  公 告  

 （ １ ） 公 告 の 内 容  

  ア  入 札 に 付 す る 事 項  

( ｱ )業 務 名  

( ｲ )実 施 場 所  

( ｳ )業 務 概 要  

( ｴ )委 託 期 間  

( ｵ )そ の 他  

イ  入 札 参 加 資 格  

ウ  仕 様 書 及 び 入 札 条 件（ 以 下「 仕 様 書 等 」と い う 。）の 配 布 又 は

閲 覧 の 場 所 及 び 日 時  

エ  契 約 条 項 を 示 す 場 所  

オ  入 札 を 執 行 す る 場 所 及 び 日 時  

カ  入 札 保 証 金  

キ  無 効 入 札  

ク  落 札 者 の 決 定 方 法  

ケ  そ の 他 必 要 な 事 項  

 （ ２ ） 公 告 の 方 法  

ア  公 告 期 間  

公 告 か ら 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 提 出 期 限 ま で は 、１ ０ 日（ 初

日 及 び 土 日 祝 祭 日 を 含 む 。）と す る 。た だ し 、必 要 と 認 め る と き

は 、 ５ 日 ま で に 短 縮 で き る も の と す る 。  

イ  掲 示 方 法 及 び 情 報 提 供  

公 告 は 、 水 道 局 第 二 庁 舎 １ 階 閲 覧 コ ー ナ ー に 掲 示 す る と と も

に 、 財 務 課 管 財 係 で 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

掲 示 を 行 っ た 情 報 は 、 水 道 局 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し 情 報 提 供

を 行 う こ と と す る 。  

６  申 請 期 間  

  入 札 参 加 を 希 望 す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）は 、５ (２ )ア の

公 告 期 間 内 に ４ の 書 類 を 財 務 課 管 財 係 に 提 出 す る も の と す る 。  

７  仕 様 書 等 の 配 布  

（ １ ） 仕 様 書 等 の 配 布 は 、 電 子 デ ー タ の 仕 様 書 等 を 水 道 局 ウ ェ ブ サ

イ ト か ら イ ン タ ー ネ ッ ト 配 信 す る こ と に よ り 行 う こ と と す る 。  

（ ２ ） 仕 様 書 等 の 配 布 を 希 望 す る 者 は 、 (１ )の 仕 様 書 等 を ダ ウ ン ロ

ー ド す る こ と と す る 。  

８  質 問 書 の 提 出 及 び 回 答  

 （ １ ）仕 様 書 の 内 容 に 質 問 が あ る 場 合 、担 当 課 に お い て 業 務 内 容 質 問

書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り フ ァ ッ ク ス で 受 け 付 け る 。  



（ ２ ）質 問 の 受 付 期 間 は 、原 則 と し て 入 札 公 告 の 日 か ら ７ 日（ 初 日 及

び 土 日 祝 祭 日 を 含 む 。）と し 、業 務 内 容 質 問 回 答 表（ 様 式 第 ３ 号 ）

に よ り 質 問 者 に フ ァ ッ ク ス で 回 答 す る 。  

９  入 札 参 加 資 格 の 確 認  

財 務 課 長 は 、 申 請 者 か ら 提 出 さ れ た 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 に 必 要

な 書 類（ 以 下「 申 請 書 類 」と い う 。）に つ い て 資 格 の 確 認 を 行 う も の

と す る 。  

1 0  入 札 参 加 資 格 の 確 認 結 果 の 通 知  

入 札 参 加 資 格 の 適 合 又 は 非 適 合 を 決 定 し た と き は 、財 務 課 長 は 、入

札 参 加 資 格 適 合・非 適 合 通 知 書（ 様 式 第 ４ 号 ）に よ り 、申 請 者 に そ の

者 に 係 る 確 認 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。  

1 1  無 資 格 者 へ の 理 由 の 説 明  

財 務 課 長 は 、入 札 参 加 資 格 非 適 合 の 通 知 を 受 け た 者 か ら 、非 適 合 理

由 説 明 申 出 書（ 様 式 第 ５ 号 ）の 提 出 が あ っ た と き は 、そ の 理 由 を 説 明

す る も の と す る 。  

1 2  入 札 の 中 止  

入 札 参 加 資 格 を 有 す る 者 の 数 が ２ に 達 し な い 場 合 は 、 当 該 入 札 は

中 止 す る こ と が あ る 。  

1 3  そ の 他 留 意 事 項  

（ １ ） 申 請 書 類 の 作 成 に 係 る 費 用 は 、 全 て 提 出 者 の 負 担 と す る 。  

（ ２ ） 提 出 さ れ た 申 請 書 類 は 、 宇 部 市 水 道 局 業 務 委 託 に 係 る 条 件 付

一 般 競 争 入 札 の 資 料 と し て の 使 用 以 外 に 、 申 請 者 に 無 断 で 使 用

し て は な ら な い 。  

1 4  必 要 事 項  

  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 水 道 事 業 管 理 者 が 別

に 定 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 宇 部 市 上 下 水 道 局 業 務 委 託 に 係 る 条 件 付 一 般 競 争 入 札 事 務 処 理 試 行

要 領 の 廃 止 ）  

２  宇 部 市 上 下 水 道 局 業 務 委 託 に 係 る 条 件 付 一 般 競 争 入 札 事 務 処 理 試

行 要 領 (令 和 ３ 年 上 下 水 道 局 要 綱 )は 、 廃 止 す る 。  

 


